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令和７年度第３回宮城県地域公共交通活性化協議会 

 

 

１ 日時 

令和７年１２月２４日（水）午後２時から午後３時３０分まで 

２ 場所 

漁信基ビル ６階 ６０２会議室 

３ 出席者 

徳永会長、泊委員［WEB］、木幡委員、関澤委員、木村委員、千葉美記委員、石川文雄委員[代

理]、佐々木隆委員、鈴木委員、市川委員、東野委員、石川俊樹委員［WEB］、髙橋委員、丸井

委員、菊池委員、佐々木学委員［WEB］、村上委員［代理・WEB］、千葉克巳委員［WEB］、佐々

木文恵委員［WEB］、佐藤健一委員、吉野委員［代理・WEB］、宍戸委員［WEB］、佐藤亮委員［

代理］、鳴海委員［代理］、梶村委員[代理]、永澤委員[代理]、柴田委員［代理］ 

計 27 名 

４ 県出席者 

  関企画部参事兼地域交通政策課長、阿部企画部地域交通政策課地域鉄道担当課長、佐々木企

画部地域交通政策課副参事兼総括課長補佐 ほか  

 

1 開会 

佐々木副参事 それでは、令和 7 年度第 3 回宮城県地域公共交通活性化協議会を開会いたします。

本日、司会を務めます宮城県企画部地域交通政策課の佐々木と申します。よろしくお

願いいたします。 

委員の紹介につきましては、お手元の名簿をもって代えさせていただきますので御

了承ください。 

なお、本会議には地域公共交通計画調査策定業務の委託先である株式会社ケー・シ

ー・エス東北支社も参加しておりますので御了承ください。また、本日の協議会に

は、委員 28 名のうち 27 名が出席し、本協議会設置要綱第 5 条第 2 項に定める定足数

を満たしており、本会議は成立いたします。 

それでは開会にあたりまして、徳永会長から一言御挨拶をお願いいたします。 

 

 

2 会長挨拶 

徳永会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は年末のお忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。前回の会議

にて皆様からいただいた貴重な御意見を踏まえて作成した計画素案のたたき台を用い

て、県内の 4 つの圏域で検討会を開催しています。 

本日は、検討会でいただいた御意見等を踏まえて作成した計画素案に対して、皆様

から更なる奇譚のない御意見をいただきながら、より良いものに仕上げていきたいと

考えています。 

また、本調査事業の一次評価として、国に提出する内容についても、御審議いただ

きますので、本日はよろしくお願いします。 

 

 

3 議事 

佐々木副参事 

 

 

徳永会長 

 

 

以降の議事の進行につきましては徳永会長にお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

 

それでは次第に従い進めさせていただきます。まず「議事（1）次期宮城県地域公

共交通計画素案について」事務局より説明をお願いします。 
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事務局 

 

徳永会長 

 

 

石川文雄委員 

[代理:木村様] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川文雄委員 

[代理:木村様] 

 

 

 

 

 

 

関参事 

 

 

 

石川文雄委員 

[代理:木村様] 

 

 

 

 

 

関参事 

 

 

 

 

【資料 1、2、3、4、5 により説明】 

 

質疑に入りますが、御質問のある方は、所属とお名前の後に御発言をお願いしま

す。 

 

まず、圏域別検討会で意見させていただいた点について、検討・反映いただきあり

がとうございます。 

資料 3 の「主要幹線・幹線・特定目的線」の分類について、以前質問した際には

「現況の数字でありながら、今後目指していくサービス水準（本数）の値です」との

回答をいただいています。 

しかしながら、同資料の公共交通の課題 1 にて「適切なサービスへの見直しを図

る」という記載や、素案 P7 の課題 3「現在のサービス水準が必ずしも「最適解」であ

るとは限らず、各地域の状況に応じて適切なサービス水準への見直しを行い、効率

性・持続性を向上させる」といった記載があります。 

これは「現状維持」を目標とする考え方と「最適解」の考え方が混在しているよう

に感じます。 

この記載の考え方について教えていただきたいです。 

 

圏域別検討会の際にも、同様の御質問があったことは承知しています。 

幹線と主要幹線について、バス系統では「1 日 3 往復以上」のものが幹線系統に該

当するので、幹線のイメージとして整理しています。また、品質確保・機能確保は

「通学・通院等の目的に機能するレベル感を指すもの」と「一定時間内の運行本数を

有するもの」として整理しています。 

なお、「今あるものをそのまま継続する」という趣旨ではなく、今あるものを整理

した中で「各路線がどのような目的・機能を有しているか」という点に着目し、今後

の維持の方向性を検討するための線引きとして設定しています。 

 

承知しました。交通事業者として「どのような目的で利用されているか」は地域の

方々の利便性向上に重要な視点であると認識しています。我々も目的を踏まえて本数

等の内容を検討していきます。 

もう一点、資料 4 の P12「（3）地域公共交通の関係者の役割」について、交通事業

者の役割として「県民や来訪者等の移動手段の確保に向け、行政の支援等を受けなが

ら、一定の利便性を確保した」とありますが、この「行政の支援等」とは具体的にど

のような内容を想定していますか。 

 

この部分は「運営資金の支援」を想像しやすいかと思いますが、例えば「乗客を増

やす」ことや、「運行状況に合わせた周辺施設の運営時間の見直し」などの「利用促

進に向けた活動全般の支援」も含んで想定しています。 

 

ありがとうございます。交通事業者として協力させていただきます。 

ただ、鉄道・バス・タクシーなど、様々な交通事業者の役割を一括りにすると、役

割が明確でなくなることが想定されます。そのため、個別で期待する役割を「エリア

別・事業者別・モード別」などに分けてはどうでしょうか。 

また、連携協定を結ばせていただいている「ご当地 Suica」について「利用促進・

利便性の向上」の記載を加えていただけると幸いです。 

 

当該の区分は、基本的な方針を示すものなので、詳細は後半に示しています。交通

事業者だけでなく、自治体の区分に関する部分も個別に状況が異なるため、誤解を招

かないよう、整理を進めます。 
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徳永会長 

 

関参事 

 

 

 

徳永会長 

 

 

 

関参事 

 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関参事 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関参事 

 

 

 

 

 

 

徳永会長 

 

丸井委員 

 

 

詳細な記載が示されているページを教えてください。 

 

個別の役割を示す記載はありませんが、P20 以降に「サービス品質」の記載があ

り、事業者単位ではなく路線・地域別で、現状の利用目的に対してどの程度の路線・

本数が供給されているかを整理しています。 

 

関連して P7 の「現状が「最適解」ではない」の部分は、前段の話が「人口・利用

者ともに減少している」という内容なので、その流れで縮小していくと受け止められ

かねないと思います。意図と異なる場合は記載に留意いただきたいです。 

 

御指摘ありがとうございます。総量的に減少傾向の中でも、一部の場所では利用が

増える可能性があるということを御理解いただける表現に事務局で修正したうえで会

長に御相談させていただきます。 

 

資料 4 の P20「（3）目指す地域公共交通のサービス品質」について、先の議論と重

なる部分ではありますが、表現に不安を感じています。 

現状整理に加え、サービス品質が現状ベースで記載されることで「誰が、どう維持

するのか」という話になります。路線も「各市町村のコミュバス・事業者の自主路

線・高速バス・補助対象路線・補助対象外路線」が混在しています。 

その中で、サービス品質を示すことで誤ったメッセージになることが心配なので、

表現・構成に手を加えていただきたいです。 

また、補助対象路線について、例えば「6 時台の便が廃止になり、サービス品質を

満たせなくなった場合」などに、県の協調補助から外れるなどの可能性はあります

か。 

 

表現は誤解が生じないように整理いたします。 

補助金に関しては、そのようなことは現時点では考えておりません。 

 

ありがとうございます。加えて、先程の「ご当地 Suica」について関心があります

ので、検討が進み次第、情報共有いただけると幸いです。 

本計画の課題に「運転士の確保」が掲げられていますが、運行の効率化が極まって

いる中で、減便だけでは運転士不足への対応が難しいと感じています。 

本計画でも DX が掲げられていますが、乗車券や定期券のデジタル化が進むことで

券売機や定期券販売窓口の削減が期待できます。また、仮に運賃箱を廃止し、完全キ

ャッシュレス化した場合、乗務員の現金を数える手間の削減も期待できます。 

今後は拠点の削減や管理リソースの低減も考えなければ持続が難しい段階にあると

感じています。イノベーションとしては自動運転かもしれませんが、各種 DX で減便

や廃止以外で持続可能な方法を探りたいと思っています。 

 

省力化・省人化、キャッシュレス等について DX の視点で御意見いただきました

が、12 月の県補正予算にて、経営評価の観点から生産性向上に関するシステムやキャ

ッシュレス導入に対する支援も検討しています。 

労働力不足の中でのキャッシュレス化はかなり効果があると認識しています。さら

には得られたデータで路線の利用状況の確認もできると思います。支援をしっかり進

められるように整理を行います。 

 

その他に意見・質問等はございますか。 

 

課題 3「深刻な交通事業者の人材不足に対する早急な対応」について、涌谷町でも

運転士不足が生じていますがリスキリング人材に対する広告の強化などは検討されて

いますか。 
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関参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸井委員 

 

関参事 

 

 

 

 

 

徳永会長 

 

 

 

 

木幡委員 

 

 

 

 

 

 

関参事 

 

 

 

木幡委員 

 

 

関参事 

 

 

 

 

徳永会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転士になりたい方への訴求について、県では民間事業者と連携してバス・タクシ

ー運転士向けの説明会を開催しています。また、大型二種免許を有する方には直接、

就職説明会も実施しています。広告を大々的に行うというよりは、比較的狭いところ

を狙って取り組んでいます。 

加えて、大型二種免許の取得に対するハードルが高いということもあり経営強化支

援の中で取得費用の支援も打ち出しています。 

課題 3 の中で広報の強化に関する直接的な表現はありませんでしたが、具体の施策

として書ける部分は整理を検討します。 

 

ICT 技術の活用についてはどうでしょうか。 

 

人間が対応している作業を機械化・効率化することで、リソースの再配分や負担軽

減をすることが重要であると考えます。 

例えば遠隔点呼によって、対応者が別の業務に時間を充てることができると想定で

きます。また、先程のキャッシュレスにより現金を扱わないことで、乗務員の運転以

外の負担を軽減できることも認識しています。 

 

運転士不足に関してはスクールバスの増加でそちらに運転士が取られてしまうとい

う状況もあるようです。関連分野と連携して、一緒に確保を目指していく姿勢も必要

かと思います。 

その他に何かございますか。 

 

素案のとりまとめ、大変お疲れ様でした。 

資料 3 に目標達成に向けた施策が示されていますが、目標指標との結びつきがわか

りにくいものがあると感じました。各施策事業と目標指標の関係を一覧化していただ

くか、各施策事業の詳細ページに関連する指標を示してはどうでしょうか。 

特に事業 4－1～4－3 については指標との結びつきがわかりにくいと感じており、

関連指標がない場合は、指標を新たに御検討いただくことも必要かと思いました。 

 

関連性の見えにくさは事務局でも認識しており、要因は施策と目標が入れ子になっ

てしまっているからだと考えています。一対になっていないことや再掲で示す部分も

あるため、もっとわかりやすくなるように整理したいと思います。 

 

目標 2 の指標は「バス事業者の運転士数」のみですが、施策 4 の内容がこの指標に

どのように関連するか教えてください。 

 

目標 2 は目標 1 の指標の「公共交通利用者数」や「地域公共交通計画の策定市町村

数」に関する施策で増加すると想定しています。ただ、その内容を再掲するか、先出

しが良いのか検討した結果、今回のような省略形になりました。わかりやすい表現を

検討いたします。 

 

御指摘のとおり、課題、目標、施策、指標の結びつきがわかりにくいと思います。

まず、指標が先に示されることに違和感があります。本来は目標を達成するために施

策を行い、結果として指標がついてくるかと思いますが、必ずしも全施策の効果を数

値目標として設定できるものではありません。 

恐らく、施策 4 の効果は単独で図ることは難しく、総合的に影響を与えてくるもの

です。数値目標なので単なるアウトプットになりかねないですが、アウトプットが達

成目標になり手段が目的化しかねないと感じました。 

事務局にそのような意図はないと思いますが、他の方にそういった見方をされてし

まう危険性はあると感じました。表現は再度検討が必要かと思います。 
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関参事 

 

 

 

徳永会長 

 

千葉委員 

 

 

 

 

関参事 

 

 

 

 

千葉委員 

 

徳永会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関参事 

 

 

 

 

 

 

徳永会長 

 

 

関参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳永会長 

 

 

説明の仕方でわかりにくさが生じる可能性は、資料調製の段階で議論しておりまし

た。今回御説明した章立ての順番の入替えや概要版で流れを示すなどの表現につい

て、内容を変更せずに表現がわかりやすくなるよう整理いたします。 

 

その他に意見・質問等はございますか。 

 

資料 4 の P20「（3）目指す地域公共交通のサービス品質」における圏域別で基本的

な考え方が示されていますが、通院・買物の幹線・特定目的線において「（時間帯の

指定なし）」という記載はどのような意図ですか。24 時間の対応を想定しているのか

教えていただきたいです。 

 

例えば午前中に通院した方でも午前中に帰る場合、昼過ぎに帰る場合、夕方に帰る

場合など様々なパターンへの対応を想定しています。パターンが複数あるとはいえ、

24 時間の対応を意図していません。誤解が生じないよう表現を修正させていただきま

す。 

 

時間の指定がないとオールタイム対応だと思われかねないと感じました。 

 

分類は、地域の基準が異なるので、協会から示しにくい部分かと思います。 

解釈しにくい部分は、誤解がないように見直しをお願いします。 

その他に意見・質問等はございますか。なければ私から一点お聞きします。 

課題 5 で他分野間での連携について記載がありますが、施策 4 は効率化に重点が置

かれ、範囲が狭いように感じました。先程のスクールバスの問題であれば、学校をど

こに立地するかによって、交通手段をどのように設定していくか検討するかと思いま

すが、そもそも交通手段を考えたうえで立地や統合を検討することも必要かと思いま

す。そのため他分野の計画段階で、交通について少しでも理解していただくことが重

要であり、理解を得るためには政策立案に役立つようなデータ提供を、交通分野から

行うことが必要かと思います。 

 

前回の会議でお示しした骨子の基本方針 3 にて「多様な関係者との連携推進」を記

載しています。公共交通関係者の他に、例えば「観光・福祉・商工・教育」などの関

係者との情報交換・連携を行い、交通資源を有効活用するという整理をしています。  

県庁内では関係部署と連絡会議を立ち上げており、各分野との連携を今後進めてい

きますが、方針で掲げている部分でございますので、わかりやすい示し方を検討いた

します。 

 

その他に意見・質問等はございますか。 

ないようですので、本日の意見を受けながら最終案の検討をいたします。 

 

事務局から 1 点、お願いさせていただきます。 

資料 5 のアンケート調査結果について、回答内容から事業者様が特定されかねない

ものが含まれておりますので、取扱いには十分に御注意をお願いいたします。今後実

施するパブリックコメントには加工したものを掲載する予定ですので、予めご承知願

います。 

また、パブリックコメントについて、1 月下旬に予定しています。その際の資料

は、本日の御指摘を踏まえた修正を行い、会長にも御相談させていただいたものを想

定していますが、再度会議を行わずに実施してもよろしいでしょうか。 

 

事務局から資料の一任について確認がありましたがいかがでしょうか。 
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一同 

 

徳永会長 

 

 

 

事務局 

 

徳永会長 

 

木村委員 

 

 

関参事 

 

 

徳永会長 

 

異議なし 

 

承認いただけたということで、進めさせていただきます。 

それでは「（2）地域公共交通調査事業の一次評価について」事務局より説明をお願

いいたします。 

 

【資料 6 により説明】 

 

質問等がある方はいらっしゃいますか。 

 

今年度初めて行われた圏域別検討会は、素晴らしい取組だと思いますので、報告書

の中に盛り込んだほうが良いと思いました。 

 

現在、限られた記載枠の中で対応しております。特筆すべき点として評価いただき

ましたので、各種調査・整理の中に含めて記載させていただきます。 

 

御提案については、事務局側でうまく取り入れをお願いいたします。 

他に意見等はないようですので、若干の追加修正を行い、国への届出をお願いいた

します。 

以上で、議事を終了し「4 報告事項」に移らせていただきます。 

 

 

4 報告事項 

徳永会長 

 

 

 

事務局 

 

徳永会長 

 

 

それでは「（1）令和 7 年度宮城県地域公共交通計画別紙の一部変更について」

「（2）令和 8 年度宮城県地域公共交通計画別紙の一部変更について」の 2 項目を可能

な限り一括して事務局より説明をお願いいたします。 

 

【資料 7,8 により説明】 

 

質問等がある方はいらっしゃいますか。 

特にないようですので進行を事務局にお返しします。 

 

 

5 その他 

佐々木副参事 

 

 

事務局 

 

佐々木副参事 

 

 

 

事務局 

 

佐々木副参事 

それでは「（1）令和 7 年度 12 月補正予算事業について」事務局より御説明いたし

ます。 

 

【資料 9 により説明】 

 

皆様から何か御質問等はございますか。 

ないようですので、続いて「今後のスケジュールについて」事務局より御説明いた

します。 

 

【資料 10 により説明】 

 

皆様から何か御質問・情報共有等はございますか。 

 

 

6 閉会 

佐々木副参事 ないようですので、これにて本日の協議は終了とさせていただきます。長時間、

御対応いただきありがとうございました。 
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頂戴した御意見等を踏まえて、計画策定に向けた作業を進めさせていただきま

す。なお、次回の日程は、改めて御案内いたします。 

 

以上 
 

 


